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                             受付番号 第  号 

                                                     ２０１２年６月１３日 

                                                                 時  分 

山県市議会議長 様 

                                                     山県市議会議員 

                                                       寺町知正   印 

                         一般質問通告書 

下記のとおり質問したいので、通告します 

 

質問番号３番  答弁者 学校教育課長 

質問事項  ＰＴＡ会計の使途の適正確保について 

《質問要旨》 最近、学校のＰＴＡ会費の使い道が問題になっている。 

ＰＴＡ会計のお金が、”公”の学校の経費や、備品、修繕、人件費などに使われているケー

スがある、という問題だ。発端は、ことし３月の参議院決算委員会で、沖縄の県立高校で早朝

講座を担った教員にＰＴＡ会費の一部が支払われていたことが問題になったことだ。 

「ＰＴＡ会費などの保護者徴収金の不適切支出は、これまで和歌山、大阪など１４府県の府

県立高校で発覚しているが、義務教育の場である公立中学校でも行われていた。」（２０１２年

５月９日読売）と報道されている。 

 

今年５月から６月に山県市の教育委員会事務局に確認したところ、「そういう問題はない」と

のことだった。しかし、「調査の上か」と問うと「調査はしていない」とのこと。 

 １０年ほど前、旧・高富町で、学校のＰＴＡが資源回収（いわゆる廃品回収）で得た収益が

たくさんあるところ、その使い道が学校の備品などだった、ということで議会で交通整理した

ことがある。しかも、この収益は、表の会計に記載されない別の会計で処理される例もあった。 

 ＰＴＡは「親と教師の集まり」であり、「学校だけ」あるいは、「家庭だけ」ではできないこ

とを、親と学校が連携して取組む、等とされる。全国的には、ＰＴＡ活動を強化するところも

あれば、廃止するところもある。 

ところで、学校教育法によると、学校の経費は県や市などの設置者が負担するとされるが、

学校の経費の具体的な内容を示す規定はない。そこで、各地のような問題が発生・発覚して関

係者が困惑しないように確認する。 

 

１．山県市内の小中学校のＰＴＡの事務局は実質的に学校（職員）が担うケースが多い。 

疑うつもりはないが、各地で事例が発覚し、公立高校について国が調査を指示している以上、

教育委員会事務局の調査をしないで、「そういう問題はない」との答えは「いわゆる期待、願望」

の域をでないと映る。 

山県市内において、ＰＴＡ会計の学校経費への流用はないか。何を根拠に明言するのか。 

 

２．ＰＴＡから学校側への寄付・助成が本来、市が公金で負担すべき分に充当されていないか

という懸念が残る。そこでＰＴＡから学校側（つまり「市」）への寄付・助成に関して問う。 

「物品」的な会計の移動について、「寄付採納手続」は適切になされているか、そして、対応

する市側の「物品台帳」は確実に整備されているか。 
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３．次に、「金銭」的な会計の移動についても、市が本来、公金で負担すべき分や「教育費」的

な部分に充当されていないか懸念が残る。「助成」や「補助」の対象として、「親の活動」は当

然としても、「教職員の単独活動」や「子の活動」が想定され得るのか。 

いずれにしても、「助成」や「補助」に「寄付（採納）」の概念は必要ないのか。 

 

４．ＰＴＡ予算の物品的あるいは金銭的な移動に関して、「支出基準の区分表」的なものは現在

はあるのか、否か。適切な会計処理のために、「支出基準」を作成すべきではないか。 

以上 

 

山県市内ＰＴＡ会計の現況      教育委員会事務局（２０１２年６月）調べから抜粋 

 


